


記 

※処分方法が「焼却」に該当する廃棄物についての今後のご対応 

１. 受入、処理について（既存契約分の廃棄物が対象） 

・廃油…既存契約分に限り受入のご対応をいたします。 

・特管廃油（引火性）…第一石油類に該当しかつ特に引火点の低いものについては当面の間、

受入停止となります。（ガソリン、ベンゼン、酢酸エチル、シンナー等） 

                その他のものについては既存契約分に限り受入のご対応をいたします。 

・廃プラスチック類…既存契約分に限り、受入のご対応をいたします。 

なお、一部性状（塊状など）によりお断りさせて頂く場合がございます。 

・汚泥（特管含む）…廃塗料並びに樹脂など塊状・固形状のものは引き続き受入停止。 

前処理設備（破砕機）を使用しないものに限り、ご対応をいたします。 

なお、詳細については個別対応となります。 

 

２.見積、契約業務について 

   廃油、汚泥、廃プラスチック類を含む新規のご依頼につきましては、停止設備を使用しない

かつ安全性等確認できるものについては、個別精査の上ご対応させていただきます。 

   なお、火災トラブル前にご依頼頂いていたものにつきましても、個別精査の上ご対応させて

いただきます。 

 

   また、その他の廃棄物につきましても安全確保及び法令遵守の観点から、ご対応までに通常

より時間を有しております。詳細確認後、処理工程等に支障をきたす恐れがある場合には、

ご依頼をお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 

※再開のご案内につきましては、弊社ホームページにて都度公開予定となります。 

 

ご不明な点がございましたら、製錬課 リサイクル係までご連絡をお願い致します。 

 担当者 ：リサイクル係長 長谷川 

 e-mail ：hachi_recycle@mitsui-kinzoku.com 

 電話番号 ：０１７８－２８－０１５４ 
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